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「2024年問題」その後の現在地 

～中部圏運輸業における労働投入量の推移～ 

【ポイント】 

【労働投入量は減少傾向だが、「人手不足」の要因は地域によって異なる】 

2024 年に時間外労働時間の上限規制が適用されて以降、全国的に運輸業の労働投

入量は減少傾向にあった。長野県は時間・人数共に増加、福井県・三重県・滋賀県

は時間・人数共に減少、富山県・岐阜県・愛知県は時間減を人数増でカバー、石川

県・静岡県は人数減を時間増でカバーしていた。労働時間の増加には上限があるた

め、雇用者数の維持・増加や生産性の向上が求められる。 

全国の運輸業において、労働生産性が毎年約 3％増加しているという前提を置く

と、地域や年によっては労働投入量の減少幅が 3％を超えることもあり、労働力供

給が不足していると思われる。今後、ネットショッピング等による物流需要が増加

すれば、中部各県において、人手不足が深刻化することが懸念される。 

【運輸業の「賃上げ」と「価格転嫁」、生産性向上と商習慣適正化が必要】 

運輸業は、経済活動の基幹的インフラを担うとともに、交通関係の運転手やネッ

トショッピングの配送等で私たち消費者も密接に関わっている。長時間労働・低賃

金を原因とした他産業への人材流出を抑制するためには、労働時間の上限規制によ

って労働者の収入が減少しない給与体系への移行が必要であり、その賃上げの原資

となる運送料金の見直しが必要である。 

人口減少社会において労働者数を維持・増加させることは容易ではないため、生

産性向上によって不足する労働力を補う必要がある。隊列走行や自動運転といった

省人化・省力化技術への期待が高まるとともに、標準規格のパレット活用によって

荷物の積み下ろしを効率化すべきである。さらに、物流倉庫の拠点整備といった設

備投資によるサプライチェーン全体の生産性向上も欠かすことができない。複数企

業による物流倉庫の共同利用も積極的に検討していく必要がある。 

2026 年 1 月から「取適法」が施行され、無償で荷物の積み下ろし等の役務を提供

させること、荷主側の都合によって発生した荷待ち時間の費用負担をしないことと

いった従来の違反内容に対しての所管官庁による指導権限が強化され、「協議に応じ

ない一方的な代金決定」が追加された。ゼロインフレ・ノルムからインフレ・ノル

ムへ転換しつつある現在においては、商習慣の適正化に業界全体で取り組む必要が

ある。 
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１．分析の背景 

労働基準法では、1 日 8 時間、週 40 時間以内を「法定労働時間」と定めており、この時

間以上に働く場合は、労働者と使用者（雇い主）との間で「36 協定」を締結する必要があ

る。36 協定を締結すれば、上記の法定労働時間に加えて、1 月 45 時間、1 年 360 時間の労

働時間の延長、臨時的な事情1があれば、1 年 720 時間の労働時間の延長が認められる。こ

のような労働時間の上限規制は以前から存在していたが、2018 年以前は上限規制を破った

際の罰則がないため強制力が欠けていた。そこで、2018 年に「働き方改革を推進するため

の関係法律の整備に関する法律」が公布され、大企業は2019年4月以降、中小企業2は2020

年 4 月以降に適用され、規則を破った使用者に対して、6 か月の懲役または 30 万円以下の

罰金が科されることになった。 

 上限規制の適用は 4つの事業・業務3で 5 年間猶予され、2024 年 4 月から時間外労働の上

限規制が適用される。2024 年に上限規制が適用されることで労働力が不足すると予測され

ることから、「2024年問題」と呼ばれている。 

  

 
1 詳細は厚生労働省「労働基準法第三十六条第一項の協定で定める労働時間の延長及び休日の

労働について留意すべき事項等に関する指針」を参照。 
2 詳細は「中小企業基本法」を参照。 
3 自動車運転の業務、建設事業、医師、鹿児島県及び沖縄県における砂糖製造業がある。例外

的に「新技術・新商品等の研究開発業務」については上限規制の適用が除外される。 
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表 1・図 1は全国の一般労働者（パート除く）の年間労働時間を産業別に集計したもので

ある。産業平均が 1,946時間だったのに対して、運輸業は 2,134 時間と突出して長時間労働

にある4。 

 

表 1 全国の産業別の一般労働者の年間労働時間 

産業 時間 産業 時間 

産 業 計 1,946 不 動 産 業 1,986 

建 設 業 1,993 学 術 研 究 1,934 

製 造 業 1,960 宿 泊 飲 食 2,083 

電 気 ガ ス 1,895 生 活 関 連 1,979 

情 報 通 信 1,936 教 育 1,918 

運 輸 業 2,134 医 療 福 祉 1,865 

卸 小 売 業 1,955 複合サービス 1,882 

金 融 保 険 1,831 サ ー ビ ス 業 1,896 

出典：総務省「毎月勤労統計調査」より作成 

注：2024年の月間平均労働時間に 12をかけて年間の労働時間に換算した。事務所規模 5人

以上のデータを集計した。 

 

図 1 全国の産業別の一般労働者の年間労働時間 

出典：総務省「毎月勤労統計調査」(5人以上事業所集計)より作成 

 
4 宿泊飲食業において、一般労働者のみの場合は年間 2,083 と長時間労働にあるものの、

一般労働者とパートを含めた場合は年間 1,063 時間となり、雇用形態によって大きな差が

みられた。人手不足の状況を踏まえると、アルバイトが確保できなかった飲食店等では、

社員がフルに稼働することで労働力を補うことが常態化していると思われる。 
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運輸業は、一人当たりの労働時間が他産業と比較しても長時間であるといえる。そのた

め、労働環境の改善が急がれるのと同時に、時間外労働の規制によって物流が滞る懸念が

強まる。そこで、改正後の 36 協定では運輸業と運輸業以外では、適用される時間外労働時

間の上限が異なる。表 2 に示したとおり、臨時的な事情があれば、運輸業は年間 960 時間

まで時間外労働が可能である（表 2）。 

 

表 2 時間外労働の上限規制のまとめ 

 
36協定の 

原則的な上限 

臨時的事情がある
運輸業以外の産業 

 
運輸業 

(2024年 4月以降) 

単月の上限 45時間 100時間 なし 

複数月平均の上限 なし 80時間 なし 

年間の上限 360時間 720時間 960時間 

合計年間労働時間 2,440時間 2,800時間 3,040時間 

出典：厚生労働省・都道府県労働局・労働基準監督署「時間外労働の上限規制 わかりや

すい解説」より作成 

 

運輸業の労働投入量が減少すれば物流が停滞し、製造業を中心に産業活動全体に影響が

及ぶ。日本生産性本部の「産業別労働生産性5」から試算すると、運輸業の労働生産性は

2021 年から 2025 年6の 4 年間で年平均 2.9％増加している。言い換えれば、約 3％までの労

働投入量の減少であれば、生産性向上と相殺され、付加価値は横ばいで推移するとも考え

られる。労働投入量が減少するとしても 3％未満の減少に収まっているかが一つのポイン

トとなる。 

ドライバーを取り巻く環境は厳しい状況が続いている。国土交通省による「宅配便再配

達実態調査」7では、2025年 10月の宅配便において 8.3％の荷物が再配達となり地方よりも

都市部に多い傾向にある。この数年で再配達率は緩やかな減少傾向にあるものの、依然と

して 1 割の荷物が再配達されており、再配達率削減に取り組む必要がある。再配達の削減

が思うように進まなければ、再配達の料金化あるいは再配達を見込んだ基本配達料金の値

上げといったことも視野に入るだろう。そうなれば、私たち消費者への負担となる。 

他方、2026 年 1 月 1 日から下請法は改正され、「取適法」（中小受託取引適正化法）へと

 
5 労働生産性は付加価値額 ÷ 労働投入量で計算され、付加価値額は経済産業省の第三次産

業活動指数等によって計算され、労働投入量は本稿と同様の計算である。 
6 2025 年 7 月分までの値を 2025 年データとした。 
7 宅配に関わる大手事業者 6 社を集計している。 

https://www.criser.jp/
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名称が変更されるとともに、適用される事務所規模の拡大や「特定運送委託」への適用、

協議に応じない一方的な代金決定等の禁止行為の追加、事業所轄官庁の指導強化等が盛り

込まれた。既存の商習慣では、人件費の増加を生産性の向上で補い、価格転嫁できた事例

は少なかったかもしれない。しかし、この数年の人件費の高騰は生産性の向上を上回る勢

いであり、しっかりと賃上げをしていくためには価格転嫁が欠かすことができない。社会

全体がゼロインフレ・ノルムから脱却して、インフレ・ノルム下における適切な商習慣へ

と移行していく必要がある。 

 この数年は全国的に賃上げ基調にある中で、運輸業の賃金動向についても整理する。

2022年から2024年にかけての運輸業の名目賃金の変化を表3にまとめた。全国的には6.5％

のプラスとなっていたが、地域によって大きく異なる。東京都・滋賀県は 10％以上の大幅

な増加、富山県・岐阜県・静岡県・愛知県は増加がみられた。一方で、大阪府・石川県・

福井県・長野県・三重県は減少していた。物価高とともに賃金上昇局面にあるとはいえ、

県別・産業別にみたときには必ずしもプラスとはなっていない。2024 年から時間外労働時

間が規制されたことで、労働時間の減少とともに賃金は減少する。賃金が減少することで、

離職率が高まっている可能性が指摘できる。上限規制が適用されたとしても賃金水準が減

少しない給与体系の整備とそれを実現するための生産性の向上が求められている。 

 

表 3 各県運輸業の名目賃金（現金給与総額,2022-2024年の変化率） 

全国 東京 大阪 富山 石川 福井 

6.5% 18.8% -3.1% 8.2% -3.7% -2.5% 

長野 岐阜 静岡 愛知 三重 滋賀 

-0.9% 9.4% 4.2% 9.7% -7.0% 14.3% 

出典：各県の「毎月勤労統計調査」より作成 

注：一般労働者とパートを合わせた労働者全体の平均 

 

経済レポート No.38 では、中部圏の運輸業において不足する労働力を「令和 4 年度就業

構造基本調査」から推計した。2024 年問題から 1 年が経過した現在、中部圏運輸業におけ

る労働投入量の変化を分析し、今後の運輸業への提言を考察するのが本稿の目的である。 
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２．分析方法 

 本レポートでは、中部圏運輸業における労働力の現状を「労働投入量」から明らかに

する。労働投入量は、労働者数と労働者一人当たりの労働時間をかけて計算することがで

きる。本稿では、毎月勤労統計調査の「常用雇用者数」と「総実労働時間数」をかけるこ

とで労働投入量を算出した8。式は次のとおりである。 

 

労働投入量 ＝ 常用雇用者数 × 一人当たり総実労働時間数 

 

また、労働投入量の変化は次のように表すことができる9。 

 

労働投入量の前年同月比変化率  

＝ 常用雇用者数の前年同月比変化率 ＋ 総実労働時間数の前年同月比変化率 

 

 以下の分析では、中部 9 県の比較対象として、全国および東京都・大阪府を含めた計 12

地域を分析対象とする。始めに、①中部圏の産業計の労働投入量がどのように推移してい

るのかを分析することで各県の労働供給の推移を把握する。次に、②経済レポート No.38

で推計された運輸業における 2.7％の労働力不足に対して、2023 年度から 2025 年度にかけ

ての労働投入量の変化をみる。そして、③運輸業の労働投入量を要因分解して、雇用者数

および一人当たり労働時間の変化に分け、前年同月比で増加したのか、減少したのかを確

認する。まとめとして、中部圏運輸業における労働投入量の変化から、2024 年問題のその

後の現在地を考察する。 

 

  

 
8 毎月勤労統計調査では、県別産業別の指数の振れ幅が大きくなりやすいことが指摘され

ているため、事務所規模 30 人以上集計を使う場合もある。しかし、小規模事業所の推移

も県の実態を把握するには必要なため、本稿では事務所規模 5 人以上の統計データを用い

た。 

9 i 年における労働投入量を Pi、常用雇用者数を Li、総実労働時間数を Ti とすると、𝑃𝑖＝

 𝐿𝑖 ×  𝑇𝑖 となり、i について微分すると𝛥𝑃𝑖＝ 𝛥𝐿𝑖 ×  𝑇𝑖 ＋ 𝐿𝑖 ×  𝛥𝑇𝑖 となる。ここで、
𝛥𝑃𝑖

𝑃𝑖
 を

計算すると、
𝛥𝑃𝑖

𝑃𝑖
＝

𝛥𝐿𝑖

𝐿𝑖
＋ 

𝛥𝑇𝑖

𝑇𝑖
 となり、それぞれの項は Pi・Li・Ti の変化率を表しているた

め、労働投入量の変化率＝常用雇用者数の変化率＋総実労働時間数の変化率となる。 
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３．分析結果① 各県の労働投入量の推移（産業計） 

 

図 2 各県の労働投入量の推移（2020年＝100） 

出典：各県の「毎月勤労統計調査」より作成 
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 図 2 は各県の労働投入量（産業計）である。まずは、比較対象とした地域からみていく

と、全国ではコロナ禍の低迷期を超えて、2022 年から緩やかな増加基調にあったが、足元

では横ばい傾向である。同様の傾向が東京都・大阪府にもみられた。他方、愛知県ではお

おむね横ばい傾向となっており、東京都や大阪府の動向とはやや異なる。その要因は、雇

用者数の増減が異なるためである。2020 年を 100 とした時、2025 年の足元では東京都が

105、大阪府が 103 程度なのに対して、愛知県は 100 となっており、雇用者数の伸びが弱い

ことが指摘できる10。 

 石川県と福井県は 100 前後で推移した。働き方改革によって労働時間の短縮化が図られ

る中、雇用者を増加させることで対応する企業が多かったと考えられる。石川県や福井県

では、労働時間がややマイナスで推移し、それを補うように雇用者数が増加しており、増

減が相殺されておおむね横ばいの動きとなっていた。富山県は、2023 年から増加傾向にあ

り、雇用者数・時間ともに増加した。長野県も 2023 年からやや高位で推移しており、雇用

者数が増加した。 

岐阜県は 2023 年までは 100 前後で推移していたが、2024 年以降は雇用者数が増加続け

て、足元では 105 前後で推移した。三重県は 2022 年までは 100 前後で推移していたが、

2023 年からは雇用者数の増加を要因として増加がみられたものの、2025 年からは急激な減

少がみられた。静岡県は右肩上がりで推移していたが、2024 年の後半から急激な減少がみ

られており、雇用者数・労働時間共に減少した。滋賀県は、2023 年から上下を繰り返しな

がらも緩やかに増加した。 

中部圏の産業計の動向を概観してみると、コロナ感染拡大に伴う雇用控えが 2022年ない

し 2023 年頃まで継続した地域がみられた。それ以降、雇用者数が増加することで 105 前後

まで増加した地域がみられた一方、雇用者数の増加が弱く 100 前後で推移した地域もみら

れた。2025 年には、東海地域では急激な減少がみられ、「トランプ関税」による自動車産

業を中心とした製造業への影響が一因として挙げられる。 

労働時間は、働き方改革によって長期的には労働時間が減少傾向にある一方で、慢性的

な人手不足によって一人当たりの労働時間が増加する場合もあり、2025 年の足元では労働

時間はおおむね横ばい傾向にあった。雇用者数は、女性の社会進出や定年の延長を始めと

したシニア人材の活躍、最低賃金の引き上げ等による労働参加率の増加を背景として雇用

者数は増加しており、全国では雇用者数の増加がみられたことで労働投入量が増加した。  

 
10 2020 年以降、愛知県の人口は年間 2万人弱の減少が続いており、雇用者数が増加しづら

い状況にある。 
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４．分析結果② 2024年度の労働投入量の推計と実績値の比較 

 経済レポート No.38 では、県別のデータに制約があったため、全国の運輸業で不足する

労働力の割合が各県の運輸業でも同等だと仮定して推計を行った。その結果、運輸業の労

働力が 2.7％（以下、「推計値」）減少すると推計された。 

 表 4 は 2024 年度の労働投入量の前年度比であり、時間外労働の規制前後を比較したもの

となる。全国は-2.7％と推計値と同等の減少率だった。また、富山県・石川県・長野県・

三重県は全国よりも減少率が大きく、静岡県も労働投入量が減少していた。一方で、東京

都・大阪府・福井県・岐阜県・愛知県は労働投入量が増加していた。滋賀県はほぼ横ばい

である。推計値は各県が同様に 2.7％の減少としたが、実際には県によって減少率が異な

り、増加した県もあった。表 5 は 2025 年 9 月までのデータで前年度比を計算した結果であ

り、全国は引き続いて労働投入量が減少していた。岐阜県は増加が続いていたものの、傾

向としては、2024 年度が減少した県は 2025 年度に増加、2024 年度が増加した地域は 2025

年度に減少していた。滋賀県は 2024 年度は横ばいだったが 2025 年度に減少がみられ、三

重県は 2024年度は減少したが 2025年度は横ばいだった。 

 この増減について、雇用者数の変化と一人当たり労働時間の変化に要因分解したのが次

の分析結果③となる。 

 

表 4 各県運輸業の労働投入量の変化（2024年度の前年度比） 

全国 東京 大阪 富山 石川 福井 

-2.7% 1.2% 2.6% -2.8% -7.1% 10.1% 

長野 岐阜 静岡 愛知 三重 滋賀 

-4.2% 1.6% -1.7% 0.8% -3.5% -0.1% 

出典：各県の「毎月勤労統計調査」より作成 

 

表 5 各県運輸業の労働投入量の変化（2025年度の前年度比） 

全国 東京 大阪 富山 石川 福井 

-1.6% -0.7% -2.1% 3.1% 7.0% -7.6% 

長野 岐阜 静岡 愛知 三重 滋賀 

9.1% 3.5% 0.7% -1.6% -0.1% -5.9% 

出典：各県の「毎月勤労統計調査」より作成 
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５．分析結果③ 中部圏運輸業における労働力の推移11 

（１）全国 

図 3 に全国の運輸業の労働投入量の要因分解を示した。2022 年以降、雇用者数は減少し

続けており、減少に歯止めがかかっていない。その人手不足を補うように、2024 年以前は

労働時間が増加傾向にあったものの、2024 年の規制適用以降は労働時間が減少傾向にあり、

労働投入量は減少した。 

図 3 全国の運輸業の労働投入量の要因分解（前年同月比） 

（２）東京都 

 図 4 に東京都の運輸業の労働投入量の要因分解を示した。東京都では、2024 年までは全

国と同様の傾向となっており、雇用者数の減少と労働時間の増加がみられた。上限規制が

適用された 2024 年以降では、若干の労働時間の減少がみられた。加えて、雇用者数が

1~2%の増加がみられ、労働投入量はほぼ横ばいだった。 

図 4 東京都の運輸業の労働投入量の要因分解（前年同月比） 

11 図 3～図 14は各県の毎月勤労統計調査より作成した。 
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（３）大阪府 

 図 5 に大阪府の運輸業の労働投入量の要因分解を示した。大阪府では、2023 年から雇用

者数が増加しており、東京都よりも早い時期から増加がみられた。上限規制が適用された

2024 年も労働時間は増加していたが、2025 年からは労働時間が大きく減少したことで労

働投入量も減少した。 

 

図 5 大阪府の運輸業の労働投入量の要因分解（前年同月比） 

  

（４）富山県 

 図 6 に富山県の運輸業の労働投入量の要因分解を示した。富山県では、2022 年以降に雇

用者数の減少が続いたのに対して、その人手不足を補うように労働時間はやや増加してい

た。上限規制が適用された 2024 年以降は労働時間が増加していなかったが、足元で急増

しており、労働投入量は横ばいだった。 

 

図 6 富山県の運輸業の労働投入量の要因分解（前年同月比）  
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（５）石川県 

 図 7 に石川県の運輸業の労働投入量の要因分解を示した。石川県では、継続的に雇用者

数が減少し続けていたが、2025 年以降は減少に歯止めがかかり、横ばいで推移した。労働

時間は、2022年は増加していたが 2023年は横ばい、2024年は減少へと転じた。労働投入

量は大きく減少していたが、足元では減少に歯止めがかかりわずかに増加した。 

図 7 石川県の運輸業の労働投入量の要因分解（前年同月比） 

（６）福井県 

図8に福井県の運輸業の労働投入量の要因分解を示した。福井県では、2023年から2024

年にかけて雇用者数が増加から減少へ転じた。労働時間が 2024 年は増加しており、労働

投入量は増加した。2025 年からは、雇用者数・労働時間ともに減少傾向であり、労働投入

量は減少した。 

図 8 福井県の運輸業の労働投入量の要因分解（前年同月比） 
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（７）長野県 

 図 9 に長野県の運輸業の労働投入量の要因分解を示した12。長野県では、上限規制が適

用された 2024 年は労働時間が減少していたが、2025 年には増加に転じていた。また、

2025 年から雇用者数も増加に転じたことで労働投入量が増加した。 

   

図 9 長野県の運輸業の労働投入量の要因分解（前年同月比） 

 

（８）岐阜県 

 図 10 に岐阜県の運輸業の労働投入量の要因分解を示した。岐阜県では、2023 年末から

雇用者数が減少しており、その減少を補うように労働時間が増加していた。2025 年からは

雇用者が増加に転じるとともに労働時間が減少しており、労働投入量は増加した。 

    

図 10 岐阜県の運輸業の労働投入量の要因分解（前年同月比） 

  

 
12 標本入替によるギャップが生じている可能性が高い。 
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（９）静岡県 

 図 11 に静岡県の運輸業の労働投入量の要因分解を示した。静岡県では、2024 年前半に

は雇用者数が増加していたものの、その期間以外は雇用者数の減少が続いていた。上限規

制適用前は労働時間が増加傾向だったが、2024 年 7 月以降は減少に転じた。2025 年の足

元では、労働投入量は横ばいだった。 

 

図 11 静岡県の運輸業の労働投入量の要因分解（前年同月比） 

 

（１０）愛知県 

 図 12に愛知県の運輸業の労働投入量の要因分解を示した。愛知県では、雇用者数の減少

が 2024 年 7 月まで続いていたが、その後は増加に転じた。上限規制が適用された 2024 年

中はやや労働時間が増加していたが、2025 年には減少に転じた。労働投入量は足元でわず

かに減少した。 

 

図 12 愛知県の運輸業の労働投入量の要因分解（前年同月比） 
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（１１）三重県 

 図 13 に三重県の運輸業の労働投入量の要因分解を示した。三重県では、2022 年 5 月以

降に雇用者数のわずかな減少が続いていた。2023 年までは労働時間が増加することで労働

投入量は増加していたが、上限規制が適用された 2024 年以降は労働時間も減少したこと

で、労働投入量はわずかに減少した。 

 

図 13 三重県の運輸業の労働投入量の要因分解（前年同月比） 

 

（１２）滋賀県 

 図 14に滋賀県の運輸業の労働投入量の要因分解を示した。滋賀県では、雇用者数が上下

を繰り返しながらもわずかに増加していた。労働時間は 2023 年から減少しており、2024

年後半に一時的な労働時間の増加がみられたものの、2025 年には再び減少した。投入労働

量は減少した。 

 

図 14 滋賀県の運輸業の労働投入量の要因分解（前年同月比） 

  

-20.0

-10.0

0.0

10.0

20.0

20
22

01

20
22

07

20
23

01

20
23

07

20
24

01

20
24

07

20
25

01

20
25

07

三重・運輸業

雇用者数 労働時間 労働投入量

-20.0

-10.0

0.0

10.0

20.0

20
22

01

20
22

07

20
23

01

20
23

07

20
24

01

20
24

07

20
25

01

20
25

07

滋賀・運輸業

雇用者数 労働時間 労働投入量

https://www.criser.jp/


 

中部社研 経済レポート No.45 

 

 

- 16 - 
© 2026 公益財団法人中部圏社会経済研究所 

 

６．まとめ 

 分析結果①からは、時間外労働時間の上限規制が適用されて以降、全国的には労働投入

量は横ばい傾向だった。運輸業を始めとして働き方改革が推進される中で、労働時間はや

や減少傾向にある。一方、全国的に人口が減少する中で定年延長等の影響もあって就業率

が向上し、労働者数が増加したので、労働投入量は横ばいだった。 

分析結果②からは、経済レポート No.38では、全国的に運輸業の労働投入量が 2.7％減少

すると推計されたのに対し、本分析では、時間外労働時間の規制が実施された 2024 年度の

実績は 2.7％の減少だった。また、同じ運輸業であれば地域差はないものとして推計したが、

実際には県ごとの差はあり、地域によっては労働投入量の増加がみられた。 

分析結果③からは、2024年の平均と 2025年 9月分までの運輸業の労働投入量の平均を比

較した時に、全国的には労働時間と雇用者数の両方が減少しており、福井県・三重県・滋

賀県も同様の傾向だった。これらの地域は労働投入量の減少が他地域よりも大きいため、

早急な対応が求められる。労働時間の上限は決まっているので、人材確保のための賃上げ

をより強く進めていく必要がある。東京都・大阪府・富山県・岐阜県・愛知県は労働時間

が減少した一方で雇用者数の増加がみられた地域である。東京都・富山県・岐阜県・愛知

県は表 3 で確認したように賃金の増加がみられた地域であり、大阪府は賃金が減少しても

その水準は他地域よりも高い。待遇改善が雇用者確保に寄与した可能性を指摘できる。石

川県と静岡県は雇用者数が減少した一方で労働時間の増加がみられた地域である。上限規

制があるため、労働時間を増加させ続けることはできないので、労働投入量を維持させる

には、雇用者数の減少を止める必要がある。静岡県は賃金が増加している地域ではあるが、

より良い待遇を求めて首都圏等へ移動した可能性もある。長野県は労働時間と雇用者数の

両方が増加していた。労働時間を増加させ続けることはできないため、雇用者を維持でき

るように待遇を改善する必要がある。 

最後に、以上の分析を踏まえた今後に向けての提言を行う。運輸業は、経済活動の基幹

的インフラを担うとともに、交通関係の運転手やネットショッピングの配送等で私たち消

費者も密接に関わっている。他産業への人材流出を食い止めるためにも基本給の見直しを

行い、上限規制が適用されたとしても収入が減少しない給与体系への見直しが急務である。 

全国の運輸業の生産性向上は約 3％と試算され、労働投入量の減少が 3%以内に収まって
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いれば、経済規模を維持できる。労働生産性の向上は県によって異なる可能性が高いため、

地域によっては、人手不足が加速していることも考えられる。労働者数を増加に転じさせ

ることは容易ではないため、即効薬として設備への投資による生産性の向上も重要となる。

隊列走行や自動運転といった省人化・省力化技術への期待が高まるとともに、パレットを

活用した荷物の積み下ろしの効率化が求められる。国土交通省では、パレット標準化に向

けたロードマップの作成、KPI を設定している。パレット導入によるコストは導入企業が

負担すべきであるが、物流が経済活動を支えるインフラとして機能していて、効率化の利

益は社会全体が享受するものでもあるため、行政が導入コストを補助して、パレット導入

を推進していく意義がある。 

また、物流は県域を越えているため、国の主導に期待したい。物流倉庫の拠点整備とい

った設備投資も生産性向上のためには欠かすことができない。首都圏と近畿圏を結ぶ中部

圏は、荷物の積み替え等の物流のハブ拠点としての需要が想定される。業務を効率化する

ためには企業の合併や協業体制（物流倉庫の共同利用等）も求められよう。これらの人へ

の投資と設備への投資を並行して行うには、原資となる価格転嫁を推し進めていく必要が

ある。 

2026 年 1 月から「取適法」が施行され、無償で荷物の積み下ろし等の役務を提供させる

こと、荷主側の都合によって発生した荷待ち時間の費用負担をしないことといった従来の

違反内容に対しての所管官庁による指導権限が強化され、「協議に応じない一方的な代金

決定」が追加された。インフレ・ノルムへと転換しつつある現在においては、時代に合わ

せた商習慣の適正化に業界全体で取り組む必要がある。足元で進行中のガソリン税暫定税

率廃止による燃料費の引き下げが企業の負担を減らし、待遇改善に向けた追い風となるこ

とにも期待したい。 

 賃金体系の見直しにより、労働時間に見合った賃金が確保されれば、他産業への流出に

歯止めがかかることも期待できる。まずは、取適法の改正に盛り込まれている価格に関す

る協議を企業間で行う必要がある。そして、社会全体が受益者であるという前提のもと、

社会で物流コストをどのように負担していくのかを検討する必要がある。 
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